
全 タ ク 連 発 第 ３ 号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

協 会 長 各 位

一般社団法人

全国ハイヤー・タクシー連合会

会 長 川 鍋 一 朗

標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領の一部改正について及び

（ 。）一般乗用旅客自動車運送事業 福祉輸送事業限定及びハイヤー事業限定を除く

におけるユニバーサルデザインタクシー車両の車体表示について

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

国土交通省は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、タク

シーの更なるバリアフリー化を進めるため、標準仕様ユニバーサルデザインタクシ

ーの認定要件としてのスロープの耐荷重を３００ｋｇとする（別添１）とともに、

新要件により認定を受けたタクシーの車体に表示するマークを定めました（別添

２ 。）

本認定要領は、今後新たに開発される車両への基準であり、既販車に搭載されて

いるスロープを３００ｋｇ対応のものへと改修を義務づけるものではありませんの

でご留意ください。

つきましては、了知されるとともに傘下会員に対し、周知方お願いいたします。

謹白
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国自旅第３２６号 

令和２年３月３１日 

 

 

 

一般社団法人 全国ハイヤー・タクシー連合会会長 殿 

 

 

国土交通省自動車局長     

 （公印省略）      

 

標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領の一部改正について 

 

 

国土交通省では、平成２４年３月に「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定

要領」を定め、当該標準仕様を満たすユニバーサルデザインタクシーについて認定を

行っております。 

また、令和２年３月１９日に「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の

構造及び設備に関する基準等検討会」を開催し、高齢者と車椅子使用者をはじめとす

る障害者にとって、より優しいユニバーサルデザインタクシー車両の仕様の検討を行

いました。 

今般、当該検討会を踏まえ、当該認定要領を２０２０年以降標準仕様に変更しまし

たので、貴会傘下会員に対し周知方お願いします。 
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国自旅第３２６号の２ 

令和２年３月３１日 

 

 

各地方運輸局長 殿 

沖縄総合事務局長 殿 

 

 

国土交通省自動車局長     

 （公印省略）      

 

標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領の一部改正について 

 

 

国土交通省では、平成２４年３月に「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定

要領」を定め、当該標準仕様を満たすユニバーサルデザインタクシーについて認定を

行っている。 

また、令和２年３月１９日に「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の

構造及び設備に関する基準等検討会」を開催し、高齢者と車椅子使用者をはじめとす

る障害者にとって、より優しいユニバーサルデザインタクシー車両の仕様の検討を行

った。 

今般、当該検討会を踏まえ、当該認定要領を改正したので、その取扱いについて遺

漏なきよう取り計らわれたい。 
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平成 年 月 日 国自旅第 号24 3 28 192
改正 令和 年 月 日 国自旅第 号2 3 31 326

標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領

第１ 目的等

移動等円滑化の促進に関する基本方針において移動等円滑化の目標が定められ

24 257ているノンステップバスの基準等を定める告示 平成 年国土交通省告示第（

号）第４条第１項の規定に基づき、及び一般乗用旅客自動車運送事業に係るユニ

バーサルデザインタクシーについて、その普及を促進するとともに、さらに優れ

たユニバーサルデザインタクシー車両の開発を促進することを目指した「地域の

23ニーズに応じたバス・タクシーに係るバリアフリー車両の開発報告書 （平成」

年 月国土交通省自動車交通局）の趣旨に基づき、標準仕様ユニバーサルデザイ6
ンタクシーを国が認定する制度を創設し、これにより標準仕様ユニバーサルデザ

インタクシーの普及等を図ることとする。

第２ 標準仕様

標準仕様は、次に掲げる認定のレベルに応じ、それぞれ当該各号に掲げる項目

の全てを満たさなければならないものとする。

( ) 認定レベル 別表に掲げる標準仕様認定項目（レベル ）1 1 1
( ) 認定レベル 別表に掲げる標準仕様認定項目（レベル ）2 2 2

第３ 認定の対象

標準仕様の認定は、現に製造を行っているユニバーサルデザインタクシーであ

って、その仕様が標準仕様を満たすものを対象とする。ただし、認定の対象とな

るユニバーサルデザインタクシーは、高齢者、障害者等以外の者の流し営業によ

る利用（高齢者、障害者等の介護、介助等のためにこれらの者と同乗する場合の

利用を除く。以下「一般の利用」という ）が想定されるものとして、最大乗車。

定員が 名以下のものを原則とする。5

第４ 認定の申請

１ 標準仕様の認定の申請は、仕様ごとに、自動車製作者等が行うものとする。

２ 標準仕様の認定を受けようとする者は、第１号様式の標準仕様ユニバーサル

デザインタクシー認定申請書に次の第１号から第３号に掲げる資料を添付し、

正本 通及び副本 通を国土交通大臣（以下「大臣」という ）に提出するも1 1 。

のとする。
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( ) 標準仕様を満たしていることを示す書類（第２号様式）1
( ) 外観図2
( ) 説明に必要な場合にあっては、スロープと乗降口の床面との間の断面図3
等の説明図、写真等

３ 大臣は、申請者に対し、前項に規定するもののほか、必要な書類の提出を求

めることができるものとする。

第５ 認定

大臣は、申請に係る仕様が標準仕様を満たしていると認めるときは、当該仕様

について標準仕様ユニバーサルデザインタクシーとして認定するものとする。

第６ 認定の通知等

１ 大臣は、第５の規定に基づいて認定を行ったときは、第３号様式の認定書を

申請者に交付するものとする。

２ 国土交通省自動車局長は、前項の規定により認定書が交付されたときは、第

４号様式の通知書に当該認定書の写し及び申請書類（副本）を添付し、各地方

運輸局長及び沖縄総合事務局長に通知するものとする。

３ その仕様について認定を受けたユニバーサルデザインタクシー（以下「標準

仕様ユニバーサルデザインタクシー」という ）が車体に表示できる標章その。

他の表示及び当該標章その他の表示を表示することができる者については、別

に定める。

４ 認定を受けた自動車製作者等（以下「認定自動車製作者等」という ）は、。

標準仕様ユニバーサルデザインタクシーを導入しようとする一般乗用旅客自動

車運送事業者に対し、認定書の写しを交付するものとする。

５ 大臣は、認定後、標準仕様ユニバーサルデザインタクシーの認定番号、車名

及び型式、自動車製作者等名、主要諸元（長さ、幅、高さ及び乗車定員）等に

ついて、国土交通省のホームページ等により公表するものとする。

６ 第５の認定は標準仕様が策定された年度を明らかにして行い、第１項の認定

書に当該年度を明記するものとする。

第７ 仕様の維持等

１ 認定自動車製作者等は、標準仕様ユニバーサルデザインタクシーを一般乗用

旅客自動車運送事業者に引き渡す際には、その仕様を認定を受けたものと同一

としなければならない。

２ 大臣、地方運輸局長又は沖縄総合事務局長は、標準仕様ユニバーサルデザイ
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ンタクシーについて、認定を受けた仕様で引き渡され、又は標準仕様を満たす

状態で使用されているかどうかについて調査することができるものとする。

第８ 認定の取り消し等

大臣は、認定自動車製作者等が一般乗用旅客自動車運送事業者に引き渡した標

準仕様ユニバーサルデザインタクシーの仕様が認定を受けたものと異なることが

判明した場合には、当該仕様について認定を取り消すものとする。ただし、引き

渡した後に改造等が行われたことにより仕様が変更された場合はこの限りではな

い。

附 則

１ この要領は、令和２年４月１日から適用する。

２ 立体駐車場を利用できる高さの制限が未だに厳しい状況にあることに鑑み、

この問題が解決されるまでの当分の間、別表及び第 号様式の「標準仕様認定2
項目（レベル 」中「車いすのまま乗車できる乗降口を１以上設け、その幅2）
は 以上、高さは 以上とする 」とあるのは「車いすのまま乗800mm 1,350mm 。

車できる乗降口を１以上設け、その幅は 以上、高さは 以上と800mm 1,300mm
1,300mm 750mmする と 広さ：車いすを固定するスペースは 長さ 以上 幅。」 、「 、 、

以上、高さ 以上とする 」とあるのは「広さ：車いすを固定するスペ1,400mm 。

ースは、長さ 以上、幅 以上、高さ 以上とする 」と1,300mm 750mm 1,350mm 。

読み替えて、別添中「長さ 以上、幅 以上、高さ 以上1300mm 750mm 1350mm
（標準仕様認定項目（レベル ）にあっては 以上 」とあるのは「長2 1400mm ）

、 、 」 。さ 以上 幅 以上 高さ 以上 と読み替えて適用する1300mm 750mm 1350mm
３ 令和２年３月３１日までに、標準仕様ユニバーサルデザインタクシーとして

認定を受けた車両については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。
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（別表）

部位等 標準仕様認定項目（レベル ） 標準仕様認定項目（レベル ）1 2

乗降口等 ・乗降口の カ所は、スロープ ・乗降口の カ所は、スロープ1 1
（別体のスロープを含む。以 （別体のスロープを含む。以

下同じ 、その他の車いす 下同じ 、その他の車いす。） 。）

使用者の乗降を円滑にする設 使用者の乗降を円滑にする設

備が備えられていること。 備が備えられていること。

・車いすのまま乗車できる乗降 ・車いすのまま乗車できる乗降

口を１以上設け、その幅は 口を１以上設け、その幅は

700mm 1,300mm 800mm 1,350mm以上、高さは 以上、高さは

以上とする。 以上とする。ただし、小型自

動車（道路運送車両法体系に

規定する小型自動車をいう。

以下同じ ）の場合の幅は。

以上で良いこととす700mm
る。

・高齢者等の乗降等を円滑にす ・高齢者等の乗降等を円滑にす

るため、停車時の乗降口（車 るため、停車時の乗降口（車

いす専用の乗降口を除く ） いす専用の乗降口を除く ）。 。

の地上高は、 以下と の地上高は、 以下と350mm 300mm
する。ただし、 を超 する。ただし、 を超350mm 300mm
える地上高の場合であって、 える地上高の場合であって、

備付けまたは別体の補助ステ 備付けまたは別体の補助ステ

ップ等を備えるときは、この ップ等を備えるときは、この

限りでない｡なお、補助ステ 限りでない｡なお、補助ステ

ップ等を設置する場合は、高 ップ等を設置する場合は、高

齢者、松葉杖使用者等の乗降 齢者、松葉杖使用者等の乗降

補助のために、 段の高さが 補助のために、 段の高さが1 1
以下、奥行 以 以下、奥行 以260mm 150mm 200mm 200mm

上となるような補助ステップ 上となるような補助ステップ

等を設置すること。また、補 等を設置すること。また、地

助ステップ等は 段以内に限 上高の上限は とし、2 350mm
る。 補助ステップ等は 段以内に1
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限る。

（ 、 （ 、・乗降口の端部 補助ステップ ・乗降口の端部 補助ステップ

手すりを含む）は、その周囲 手すりを含む）は、その周囲

の部分や路面との明度差が大 の部分や路面との明度差が大

きいこと等により、身体障害 きいこと等により、身体障害

者、高齢者が端部を容易に識 者、高齢者が端部を容易に識

別しやすいようにする。 別しやすいようにする。

・夜間においても足元が見やす ・夜間においても足元が見やす

いように、乗降口又はその近 いように、乗降口又はその近

辺には、ドア開口時に点灯し 辺には、ドア開口時に点灯し

足下周辺を照射する照明灯を 足下周辺を照射する照明灯を

設置する。 設置する。

・車いす固定スペースに傾斜が

ある場合にあっては、車いす

乗車時に後退を防止する機構

が設けられていること。

スロープ ・車いす使用者の乗降を円滑に ・車いす使用者の乗降を円滑に

するために車いすの乗降口に するために車いすの乗降口に

設置するスロープの勾配は、 設置するスロープの勾配は、

度（約 ）以下とする。 度（約 ）以下とする。14 1/4 10 1/6
ただし、車いすが側方から乗

車する仕様の場合にあって

は、歩道の幅を勘案し、スロ

ープの勾配を 度（約 ）14 1/4
まで許容する。

・スロープの車いすの車輪が通 ・スロープの車いすの車輪が通

過する面の幅は 以上 過する面の幅は 以上700mm 700mm
とする。 とする。

・車いすのスロープからの脱輪 ・車いすのスロープからの脱輪

防止のためエッジのある構造 防止のためエッジのある構造

とする。エッジの高さは車い とする。エッジの高さは車い

すのハンドリムと干渉しない すのハンドリムと干渉しない

よう留意する。 よう留意する。

・スロープの表面は滑りやすく ・スロープの表面は滑りやすく

ない素材又は仕上げとする。 ない素材又は仕上げとする。
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・スロープの耐荷重は、電動車 ・スロープの耐荷重は、電動車

（ ）、 （ ）、いす本体 ～ 程度 いす本体 ～ 程度80 100kg 80 100kg
車いす使用者本人、介助者の 車いす使用者本人、介助者の

重量等を勘案し 以上と 重量等を勘案し 以上と300kg 300kg
する。 する。

・スロープは乗降口から脱落し ・スロープは乗降口から脱落し

ない構造とする。 ない構造とする。

・スロープと床面に段差ができ ・スロープと床面に段差ができ

ないような構造とする。ただ ないような構造とする。ただ

し、段差が車いすの車輪と干 し、段差が車いすの車輪と干

渉しない場合、スロープと乗 渉しない場合、スロープと乗

降口の継ぎ目に僅少な段差を 降口の継ぎ目に僅少な段差を

生じる場合その他の車いすの 生じる場合その他の車いすの

乗降に支障のない段差が生じ 乗降に支障のない段差が生じ

る場合にあっては、当該段差 る場合にあっては、当該段差

は許容される。 は許容される。

・スロープは使用に便利で、乗 ・スロープは使用に便利で、乗

客にとって安全な場所に備え 客にとって安全な場所に備え

られたものであること。 られたものであること。

乗降用手 ・身体障害者・高齢者の乗降の ・身体障害者・高齢者の乗降の

、 、 、 、 、 、すり 円滑化 姿勢保持 立ち座り 円滑化 姿勢保持 立ち座り

安全確保のために、乗降口又 安全確保のために、乗降口又

はその周辺に手すり等を設置 はその周辺に手すり等を設置

する。 する。

、 、 、 、・夜間や薄暗い時 又は高齢者 ・夜間や薄暗い時 又は高齢者

弱視者の安全のために、手す 弱視者の安全のために、手す

りは容易に識別できる配色で りは容易に識別できる配色で

あること。 あること。

・手すりの色は朱色又は黄赤と ・手すりの色は朱色又は黄赤と

する。 する。

・手すりとその周囲の部分との ・手すりとその周囲の部分との

色の明度差をつける。 色の明度差をつける。

・身体障害者・高齢者が握りや ・身体障害者・高齢者が握りや

すい形状であること。 すい形状であること。

・身体障害者・高齢者が握りや ・身体障害者・高齢者が握りや
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すいように、手すりの表面は すいように、手すりの表面は

滑りにくい材質や仕上げであ 滑りにくい材質や仕上げであ

ること。 ること。

（ 。） （ 。）床 の 材 ・床 乗降口付近の床を含む ・床 乗降口付近の床を含む

質 形状 の材質は、滑りにくい仕上げ の材質は、滑りにくい仕上げ,
とする。ただし、材質の性質 とする。ただし、材質の性質

上、滑りにくいことが確保さ 上、滑りにくいことが確保さ

れている場合はこの限りでは れている場合はこの限りでは

ない。 ない。

・車いす使用者が安楽で適正な ・車いす使用者が安楽で適正な

座位姿勢を保てるように、車 座位姿勢を保てるように、車

いす固定スペースの床面は、 いす固定スペースの床面は、

車いす固定時に車いすの傾斜 車いす固定時に車いすが概ね

が 度（約 ）以下となる 水平となることを確保する。10 1/6
ことを確保する。

車いすス ・次に掲げる規格に適合する車 ・次に掲げる規格に適合する車

ペース いすスペースを 以上設置す いすスペースを 以上設置す1 1
る。 る。

位置：車いすスペースは、車 位置：車いすスペースは、車

いすの進入しやすい位置に いすの進入しやすい位置に

設ける。 設ける。

広さ：車いすを固定するスペ 広さ：車いすを固定するスペ

ースは、長さ 以 ースは、長さ 以1,300mm 1,300mm
上、幅 以上、高さ 上、幅 以上、高さ750mm 750mm

以上とする。寸法 以上とする。寸法1,350mm 1,400mm
の測り方は別添に規定する の測り方は別添に規定する

とおりとする。 とおりとする。

車いす使用者の視界の確保： 車いす使用者の視界の確保：

車いす使用者の外への視界 車いす使用者の外への視界

を、座席利用者同様に確保 を、座席利用者同様に確保

する。 する。

・車いすが側方から乗車する仕 ・車いすが側方から乗車する仕

様の場合にあっては、車内に 様の場合にあっては、車内に

は車いすが介助により転回で は車いすが介助により転回で
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きるスペースを確保する。た きるスペースを確保する。た

だし、回転盤を使用する場合 だし、回転盤を使用する場合

はこの限りではない。 はこの限りではない。

・車いす使用者が乗車中に利用

できる手すりなどを設置す

る。

・車いす使用者の乗車時に介助

者（付添人）が利用できる座

席を車いすスペースの横に設

置する。

室内座席 ・ 名以上の乗客が乗車できる ・ 名以上の乗客が乗車できる4 4
こと。車いす使用者乗車時に こと。車いす使用者乗車時に

は、車いす使用者以外の乗客 は、車いす使用者以外の乗客

名以上が乗車できること。 名以上が乗車できること。1 2
ただし、小型自動車の場合に

は、車いす使用者以外の乗客

名以上が乗車できれば良い1
こととする。

車いす固 ・車いすを固定することができ ・車いすを固定することができ

定方法 る設備が備えられているこ る設備が備えられているこ

と。固定装置は、固縛、開放 と。固定装置は、固縛、開放

に要する時間が短く、かつ、 に要する時間が短く、かつ確

確実に固定できるものである 実に固定できるものであるこ

こと。 と。

・車いす使用者の安全を確保す ・車いす使用者の安全を確保す

3 3るために 前向き固定とし るために 前向き固定とし、 、 、 、

点式シートベルトを設置す 点式シートベルトを設置す

る。 る。

車 い す ・車いす使用者が座席に移乗し ・車いす使用者が座席に移乗し,
補装具収 た場合のために、折りたたん た場合のために、折りたたん

納場所 だ車いすの収納スペースを確 だ車いすの収納スペースを確

保する。 保する。

・車いすの収納スペースは、長 ・車いすの収納スペースは、長
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1,050mm 350mm 1,050mm 350mmさ 以上、幅 さ 以上、幅

以上、高さ 以上とす 以上、高さ 以上とす900mm 900mm
る。 る。

・車いす収納スペースが車いす ・車いす収納スペースが車いす

の収納以外に利用できない構 の収納以外に利用できない構

造の場合にあっては、車内に 造の場合にあっては、車内に

杖、歩行器、歩行者等の補装 杖、歩行器、歩行者等の補装

具を収納するスペースを設置 具を収納するスペースを設置

する。 する。

その他の ・聴覚･言語障害者とのコミュ ・聴覚･言語障害者とのコミュ

設備、表 ニケーション円滑化のため ニケーション円滑化のため

示 に、筆談用のメモ用紙などを に、筆談用のメモ用紙などを

保管できるスペースを設け 保管できるスペースを設け

る。 る。
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（別添）

車いす固定スペースの寸法の計測方法

標準的な車いすが乗車できるように、 の車いす規格で規定された寸法基準JIS
点を中心に計測した場合、長さ 以上、幅 以上、高さ 以1300mm 750mm 1350mm
上（標準仕様認定項目（レベル ）にあっては 以上）の空間が確保され2 1400mm
ていること。寸法基準点は、標準的な乗車における位置とする。

付図 車いす固定スペースの寸法の計測方法（図中の数字は、 （手動JIS T9201
車いす）及び （電動車いす）で規定された最大値。赤字は標準仕様JIS T9203
認定項目（レベル ）において規定された値（単位は[ ] ）1 mm ）

1300 750

1350

10
90

基準点 基準点



      

 
国自旅第３２７号の２ 
令和２年３月３１日 

 
一般社団法人 全国ハイヤー・タクシー連合会会長 殿 
 

自動車局旅客課長 
（公印省略）  

 
 

一般乗用旅客自動車運送事業（福祉輸送事業限定及びハイヤー事業限定を除く。）における 
ユニバーサルデザインタクシー車両の車体表示について 

  
 
 

標記について別紙のとおり各地方運輸局自動車交通部長及び沖縄総合事務局運輸部長あて通知

したので、傘下会員事業者あて周知方よろしくお願い致します。 
  

メイン
テキスト ボックス
別添２




      

国自旅第３２７号 
令和２年３月３１日 

各地方運輸局自動車交通部長 殿 
沖縄総合事務局運輸部長 殿 

自動車局旅客課長   
（公印省略）    

 
一般乗用旅客自動車運送事業（福祉輸送事業限定及びハイヤー事業限定を除く。）における 

ユニバーサルデザインタクシー車両の車体表示について 
  
 

流し営業にも活用されることを想定し、身体障害者のほか、高齢者や妊産婦、子供連れの人等、

様々な人が利用できる構造を有するユニバーサルデザインタクシー車両については、近年その導

入が進められているところであるが、このような車両が流し営業で運行される場合にその特長を

発揮するためには、上記に列記した者はもとより既存の一般タクシー利用者も乗車可能であるこ

とが外見で判別できることが必要である。 
そこで、下記１①および②に該当する車両を一般車両（一般の需要に応じることができる事業

用自動車（ハイヤー車両及び特殊車両（一般車両以外の事業用自動車）は本通達の対象外）とし

て使用する場合の表示事項及び表示方法等の取扱いについて下記のとおり定めたので、各地方運

輸局及び沖縄総合事務局においては、地域の実情に応じて当該表示に係る適切な方法を定め公表

するとともに、管内事業者に対して周知・指導を徹底されたい。 
また、利用者に対する周知についても、機会を捉えて実施されたい。 
 

記 
 

１．表示の対象となる車両及び表示すべきマークについて 
①「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定制度」（令和２年３月３１日改正）においてレ

ベル２の認定を受けた一般車両については、別紙１に定める表示マークを表示するものとす

る。 
②「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定制度」（令和２年３月３１日改正）においてレ

ベル１の認定を受けた一般車両については、別紙２に定める表示マークを表示するものとす

る。 
２．表示マークの大きさについて 

１５ｃｍ四方以上とする。 
３．表示位置について 

窓ガラス部分以外の車体の前面、左側面及び後面に外部より見やすいように、塗装又 
はステッカーにて表示するものとする。 
４．施行期日 

令和２年４月１日より施行する。 



     

（別紙１） 
「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定制度」（令和２年３月３１日改正）において 
レベル２の認定を受けた一般車両用の表示マーク 

 

 

 
※配色について 
 

 
 

PANTONE 183C 

PANTONE 212C 



     

（別紙２） 
「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定制度」（令和２年３月３１日改正）において 
レベル１の認定を受けた一般車両用の表示マーク 

 

 
 
※配色について 

 

 
 

PANTONE 183C 

PANTONE 212C 


